
将来に夢や希望を抱く学生・生徒にとって、就職は、職業生活の第一歩を踏み
出すことになる重要なものです。
新規学校卒業者の採用をお考えの事業主の皆様には、次の事項について十分に

考慮し、適切な採用活動を行っていただくようお願いいたします。

～新規学校卒業者の採用内定取消し、入職時期繰下げ等の防止に向けて～

事業主の一方的な都合による採用内定取消しは、対象となった学生・生徒及びその家族に
計り知れないほどの打撃と失望を与えるとともに、社会全体にも大きな不安を与えるもので
あり、決してあってはならない重大な問題です。

◆採用内定の取消しについて◆

事業主は、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手
段を講じることが求められます。（新規学校卒業者の採用に関する指針）

採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定取消しは解雇
に当たり、労働契約法第16条の解雇権の濫用についての規定が適用されます。
したがって、採用内定取消しについても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念

上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効となります。

やむを得ない事情により、新規学校卒業者の採用内定取消しを行おうとする事業主
は、所定の様式により、あらかじめハローワーク及び施設の長に通知することが必要
です。（職業安定法施行規則第35条第2項）

採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定取消しには、
労働基準法第20条、第22条等の規定が適用されます。
このため、やむを得ない事情により採用内定取消しを行おうとする場合には、使用
者は解雇予告等解雇手続を適正に行う必要があるとともに、採用内定者が採用内定取
消しの理由について証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付する必要があり
ます。

事業主は、採用内定取消しの対象となった学生・生徒の就職先の確保について最大
限の努力を行うとともに、学生・生徒からの補償等の要求には誠意を持って対応する
ことが求められます。（新規学校卒業者の採用に関する指針）

◆入職時期の繰下げについて◆

事業主の一方的な都合による入職時期繰下げは、学生・生徒の当該企業に対する信頼を損
ない、卒業後の職業生活に影響を与えかねない重大な問題です。

やむを得ない事情により、新規学校卒業者の入職時期繰下げを行おうとする事業主
は、所定の様式により、あらかじめハローワーク及び施設の長に通知することが必要
です。（職業安定法施行規則第35条第2項）



【参考】
事前通知制度の対象となる「入職時期繰下げ」は、その態様により、以下のとおり分類されます。
① 採用内定の際に定められていた入社日は変更しないものの、事業主の都合により休業させ、実際の就業をさせない
措置（いわゆる自宅待機）
② 事業主の都合により、採用内定の際に定められていた入社日を延期する措置（いわゆる入社日の延期）

採用内定の際に定められていた入社日は変更しないものの、事業主の都合により休
業させ、実際の就業をさせない措置（自宅待機）を行う場合には、その期間について、
労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要があります。

事業主の都合により、採用内定の際に定められていた入社日を延期する措置（入社
日の延期）を行う場合には、原則として採用内定者の合意を得る必要があります。

事業主は、入職時期繰下げを受けた学生・生徒からの補償等の要求には誠意を持っ
て対応することが求められます。（新規学校卒業者の採用に関する指針）

◆一方的な労働条件の変更について◆

事業主の都合による労働条件の変更は、入職後の職業生活に影響を与えかねない重大な問
題です。

採用内定の際に定められていた労働条件をその後変更する場合には、原則として採
用内定者の合意を得る必要があります。

採用内定の際に定められていた労働条件と大きく異なるなど、採用内定者が同意し
がたい労働条件の変更を提示された結果、やむを得ず内定を辞退するような事例は、
本来は採用内定取消しとして取り扱うべき事案である可能性がありますので、ハロー
ワークが事実関係を確認し、内定取消し通知書を提出するよう指導する場合がありま
す。

◆内定辞退の強要について◆

本人の意思に反して、内定辞退を強要するようなことは決してあってはならないことです。

本人の意思に反して内定辞退を強要するなどの不適切な事例は、本来は採用内定取
消しとして取り扱うべき事案である可能性がありますので、ハローワークが事実関係
を確認し、内定取消し通知書を提出するよう指導する場合があります。

◆支援策について◆

新規学校卒業者について、採用後直ちに休業・教育訓練・出向させることにより雇
用の維持を図る場合には、雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金を活用でき
ます。

【参考】
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金とは・・・景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、
生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓
練又は出向をさせることにより雇用を維持する場合、休業、教育訓練又は出向に係る手当等の一部を助成するものです。
詳しくはこちら：http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html

厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所・労働基準監督署
（H21.3）



新規学校卒業者に対する事業主の一方的な都合による採用内定取消しは、その円滑
な就職を妨げ、対象となった学生及び生徒本人並びに家族に計り知れないほどの打撃
と失望を与えるとともに、社会全体に対しても大きな不安を与えるものであり、決し
てあってはならない重大な問題です。

このため、事業主に対してハローワーク等への事前通知を法令で定めるとともに、
採用内定取消し等の防止について考慮すべき事項を「新規学校卒業者の採用に関する
指針」（厚生労働省ホームページ参照 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha05/index.html）で定めているところ
です。

一方で、現在の厳しい経済情勢の下で、企業を巡る環境も厳しさを増し、新規学校
卒業者の採用内定取消しの事例も見られるところです。

今般、採用内定取消しの防止のための取組を強化するため、職業安定法施行規則の
改正等を行い、ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握、事業主がハロー
ワークに通知すべき事項の明確化を図ることにより、企業に対する指導など内定取消
し事案への迅速な対応を図るとともに、採用内定取消しの内容が厚生労働大臣の定め
る場合に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するため、その内容を公
表することができることとしました。（平成21年１月19日 改正職業安定法施行規則等の公布・施行）

新規学校卒業者の採用をお考えの事業主の皆様には、この改正の趣旨等をご理解い
ただき、適正な採用計画の下、募集・採用活動を進めていただくとともに、採用内定
取消しが行われることのないようにお願いします。

改正等の詳細については、次のとおりです。

厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所

新規学校卒業者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、あらかじめハロー
ワーク及び施設の長(注)に通知することが必要となります。

（職業安定法施行規則第35条第2項）

(注)職業安定法第27条に基づきハローワークの業務の一部を分担する学校の長又は同法第33条の2に基づき
無料の職業紹介事業を行う学校等の長

ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握

新規学校卒業者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、職業安定局長が定
める様式(注)により、ハローワーク及び施設の長に通知することが必要となります。

（職業安定法施行規則第35条第2項）

(注)所定の様式には、内定取消し者数、内定取消しを行わなければならない理由、内定取消しの回避のために
検討された事項、対象学生等への説明状況、対象学生等に対する支援の内容等を記載する必要があります。

事業主がハローワーク等に通知すべき事項の明確化

（職業安定法施行規則の改正等の概要）

（H21.1）



厚生労働大臣は、採用内定取消しの内容が、厚生労働大臣が定める場合に該当
するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に情報提供す
るため、その内容を公表することができることとなります。

（職業安定法施行規則第17条の4）

「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」に、採用
内定に関する規定が追加されました。

(注)「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」（平成19年厚生労働省告示第275号）
（厚生労働省ホームページ参照 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha-oubokikai.html）

事業主が青少年の有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な
職業能力の開発及び向上を図るために講ずべき措置について定めたもの

青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針

採用内定取消しを行った企業名の公表

【【厚生労働大臣が定める場合厚生労働大臣が定める場合】】
（職業安定法施行規則第17条の４第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合(平成21年厚生労働省告示第５号)）

採用内定取消しの内容が、次のいずれかに該当する場合。（ただし、倒産により翌年度の新
規学校卒業者の募集・採用が行われないことが確実な場合を除く。）

① ２年度以上連続して行われたもの

② 同一年度内において10名以上の者に対して行われたもの
（内定取消しの対象となった新規学校卒業者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの
者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。）

③ 生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標
等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められない
ときに、行われたもの

④ 次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
・ 内定取消しの対象となった新規学校卒業者に対して、内定取消しを行わざるを得

ない理由について十分な説明を行わなかったとき。
・ 内定取消しの対象となった新規学校卒業者の就職先の確保に向けた支援を行わな

かったとき。

（採用内定に関する規定を抜粋。下線部が改正により追加された箇所）

第２ 事業主が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置

また、採用内定を行うに当たっては、採否の結果を明確に伝えるとともに、確実な採用の見
通しに基づいて行うものとすること。採用内定者に対しては、文書により、採用の時期、採用
条件及び内定の取消し事由等を明示するとともに、採用内定者が学校等を卒業することを採用
の条件としている場合についても、内定時にその旨を明示するよう留意すること。

さらに、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な
理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされること(※)につ
いて十分に留意し、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段
を講ずること。また、やむを得ない事情により採用内定取消しの対象となった学校等の新規卒
業予定者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、これらの者からの補償等の要
求には誠意を持って対応するものとすること。

採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定の取消しには、労働契
約法第16条の解雇権の濫用についての規定が適用されます。

（労働契約法第16条）
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用し

たものとして、無効とする。

※ 参 考


